
 

 

デイサービスセンターで機能訓練指導 

 

 （公社）京都府柔道整復師会では、元会長の原健先生のご指導の下、介護保

険法施行前の平成９年より京都府下のデイサービスセンターにて機能訓練を行

っておりましたが、現在では社会福祉法人京都市社会福祉協議会運営の８ヶ所

のデイサービスセンターにおいて会員が交代で機能訓練指導員として従事し、

デイサービスのご利用者様たちからは、安心して機能訓練に取り組め日常生活

動作なども行いやすくなってきていると評価を頂いております。近いうちには、

９ヶ所目のデイサービスセンターでの機能訓練も始める予定となっており、今

後、この活動を更に活発に行っていき、柔道整復師の行う機能訓練の特徴を広

めていきたいと思っております。 

 

※ 写真＝社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

「福祉のまちづくり」2019 No.180 

 

（理事 保険担当 中村 英弘） 
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